












別図 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・事業系一般廃棄物管理組織

：東洋紡へ業務委託
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東洋紡エムシー　岩国サイト
別紙２－２

所在地（市町名） 岩国市 事業の種類 化学繊維製造業

（ 単位 ： トン ）

種　　　　　　　類 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

廃油 305.3 250.0 305.3 250.0 243.5 200.0 4.1 2.0

廃酸 0.1 0.1 0.1 0.1

廃アルカリ 0.0 0.0 0.0 0.0

感染性産業廃棄物

ＰＣＢ

ＰＣＢ汚染物 0.0 0.0 0.0 0.0

ＰＣＢ処理物

廃石綿等

有害産業廃棄物 1,831.3 1,500.0 1,831.3 1,500.0 1,831.3 1,500.0 885.9 750.0

計 　 　　   (Ｂ) 2,136.7 1,750.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,136.7 1,750.1 2,074.8 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.0 752.0

多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画書（補足）（令和6年度計画）

多量排出事業者　　名　称 東洋紡エムシー　岩国サイト

排出抑制に関する事項 自ら行う再生利用に関する事項

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

自ら行う埋立処分等に関する事項 処理委託に関する事項

認定熱回収業者への
処理委託量

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

全処理委託量
優良認定処理業者への

処理委託量
再生利用業者への

処理委託量
自ら埋立処分又は海洋投入処分

を行う産業廃棄物の量

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

排出量区

分

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら行う中間処理に関する事項



令和６年度　特別管理産業廃棄物処理計画書 東洋紡株式会社　岩国事業所 【別紙】
(第2面) (第2面) (第3面) (第3面) (第4面) (第5面)

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状 ②計画 ①現状 ②計画 ①現状 ②計画 ①現状 ②計画 ①現状 ②計画 ①現状 ②計画

【前年度
目標】

【前年度(令和５年度)実績】 【目標】
【前年度
目標】

【目標】  【前年度　目標】 【目標】
【前年度
目標】

【目標】 【前年度　目標】 【前年度(令和５年度)実績】 【目標】
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廃油 ― 305.3

エチレングリコール再
使用可能な物は蒸留
使用しており、　　回
収可能な物、プラント
洗浄液などを排出し
ている。

250
現状を継続管
理する。

廃油は、専用タ
ンク、ドラム缶に
入れ専用置場と
して分別してい
る。

現状を継続管理
する。

─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 305.3 243.5 ― ― 4.1

・再生利用、熱回収
が可能である廃棄物
は、再生利用、熱回
収が出来る業者へ委
託している。

250 200 ― ― ―

・再生利用、熱回収
が可能である廃棄物
は、再生利用、熱回
収が出来る業者へ委
託する。
・委託先処理業者に
は定期的に現地確認
を実施する。

廃酸 ― 0.1

廃酸は製造プロセス
洗浄液が主で特別な
減少策は実施してい
ない。

0.1
現状を継続管
理する。

各排出場所で
専用容器に貯
留している。

現状を継続管理
する。

─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1 1.9 ― ― ―

・再生利用、熱回収
が可能である廃棄物
は、再生利用、熱回
収が出来る業者へ委
託している。

0.1 1.2 ― ― ―

・再生利用、熱回収
が可能である廃棄物
は、再生利用、熱回
収が出来る業者へ委
託する。
・委託先処理業者に
は定期的に現地確認
を実施する。

廃アルカリ ― 0.04

・廃アルカリは主に製
造プロセス洗浄液及
び原料屑。生産効率
の向上(省原料化に
よる削減)、製品の品
質向上（歩留り率向
上による削減）を図っ
ている。

0
現状を継続管
理する。

廃アルカリは専
用容器に入れ
保存している。

現状を継続管理
する。

─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.04 ― ― ― ―

・再生利用、熱回収
が可能である廃棄物
は、再生利用、熱回
収が出来る業者へ委
託している。

0 ― ― ― ―

・再生利用、熱回収
が可能である廃棄物
は、再生利用、熱回
収が出来る業者へ委
託する。
・委託先処理業者に
は定期的に現地確認
を実施する。

感染性産業廃棄物 ― ―

診療所による診療時
に発生するもので特
に取組みは無い。(注
射器など)

―
分別で減量出
来るものは努力
していく。

診療所内で専
用置場として分
別している。

現状を継続管理
する。 ─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

特に実施していな
い。

― ― ― ― ―
特に予定していな
い。

ＰＣＢ ― ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ＰＣＢ汚染物 ― 0.0031

ＰＣＢ汚染物は機器
に使用されたもので、
一過性のものであ
る。

0
現状を継続管
理する。

発生～排出まで
PCB専用置場と
して分別してい
る。

現状を継続管理
する。

─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.0031 ― ― ― ―
PCB汚染物は順次、
認定処理事業者で処
理している。

― ― ― ― ―

期限迄に未処理の高
濃度廃棄物は保管を
継続。低濃度廃棄物
は順次処理委託す
る。

ＰＣＢ処理物 ― ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
廃石綿等 ― ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

有害産業廃棄物 ― 1,831.3

廃油の1,4-ジオキサ
ン、焼却炉ばいじん
のダイオキシン類濃
度を下げるため、製
造や運転の条件探索
をしている。

1,500

産業廃棄物焼
却炉を6月末に
廃止により特管
ばいじんはなく
なる予定

各排出場所で
専用容器に貯
留している。

現状を継続管理
する。 ─ ― ― ― ― ─ ─ ― ― ― ― ― ― ─ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,831.3 1831.3 ― ― 885.9

1,4ジオキサンを含む
廃油は許可業者に処
理委託している。ダイ
オキシン類を含むば
いじんを外部処理委
託した。

1,500 1500 ― ― 750
特に予定していな
い。

計 0 2136.7 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2137 2077 0 0 890 1750 1701 0 0 750

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

(第4面)

【前年度
(令和５年
度)実績】

特別管理産業廃棄物の分別に関
する事項

自ら行う特別管理産
業廃棄物の再生利
用に関する事項

自ら行う特別管理産業廃棄物の中
間処理に関する事項

【前年度(令和５年
度)実績】

【前年度
(令和５年
度)実績】

自ら行う特別管理産
業廃棄物の埋立処
分に関する事項


